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(57)【要約】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導
出するための方法およびシステムが開示される。第1の
ユーザデバイスは、第1のユーザに関する時間およびロ
ケーションデータを受信することであって、第1のユー
ザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な
第1のユーザのロケーションを表す、受信することと、
第1の複数の人工ニューロンの周囲の第1のユーザに関す
る時間およびロケーションデータを削減することであっ
て、第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の
間の第1のユーザのロケーションを表す、削減すること
と、第1のユーザに関する削減された時間およびロケー
ションデータをサーバに送信することとを行い、サーバ
は、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人工
ニューロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共
通の人工ニューロンを有すると決定することに基づいて
、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するかどうかを
決定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出する方法であって、
　第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを
受信するステップであって、前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデー
タが、経時的な前記第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2のユ
ーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、前記第2のユーザに関する前記時
間およびロケーションデータが、経時的な前記第2のユーザのロケーションを表す、受信
するステップと、
　前記第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の前記第1のユ
ーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減するステップであって、前記第1
の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザのロケーションを表
し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲の前記第2のユーザ
に関する前記時間およびロケーションデータを削減し、前記第2の複数の人工ニューロン
の各々が、第2の時間の間の前記第2のユーザのロケーションを表す、削減するステップと
、
　前記第1のユーザデバイスによって、前記第1のユーザに関する前記削減された時間およ
びロケーションデータをサーバに送信するステップであって、前記第2のユーザデバイス
が、前記第2のユーザに関する前記削減された時間およびロケーションデータを前記サー
バに送信する、送信するステップと
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定
することに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定す
る、方法。
【請求項２】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項1に記載の方法
。
【請求項３】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する全地球測位シ
ステム(GPS)距離を決定し、GPS距離が、ユーザの第1のロケーションと前記ユーザの第2の
ロケーションとの間の物理的距離を表す、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記サーバが、前記マッピングにさらに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユ
ーザが関係するかどうかを決定する、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
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　前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが数日にわたって受信さ
れる、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための装置であって、
　第1のユーザデバイスの第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信する
ことであって、前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが、経時的
な前記第1のユーザのロケーションを表す、受信することと、第1の複数の人工ニューロン
の周囲の前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減することで
あって、前記第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザの
ロケーションを表し、第2のユーザデバイスが、第2のユーザに関する時間およびロケーシ
ョンデータを受信し、前記第2のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが、
経時的な前記第2のユーザのロケーションを表し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複
数の人工ニューロンの周囲の前記第2のユーザに関する前記時間およびロケーションデー
タを削減し、前記第2の複数の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の前記第2のユー
ザのロケーションを表す、削減することとを行うプロセッサと、
　前記第1のユーザに関する前記削減された時間およびロケーションデータをサーバに送
信することであって、前記第2のユーザデバイスが、前記第2のユーザに関する前記削減さ
れた時間およびロケーションデータを前記サーバに送信する、送信することを行うトラン
シーバと
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定
することに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定す
る、装置。
【請求項１０】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項9に記載の装置
。
【請求項１１】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項9に記載の装置。
【請求項１２】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する全地球測位シ
ステム(GPS)距離を決定し、GPS距離が、ユーザの第1のロケーションと前記ユーザの第2の
ロケーションとの間の物理的距離を表す、請求項9に記載の装置。
【請求項１３】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項9に記載の装置。
【請求項１４】
　前記サーバが、前記マッピングにさらに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユ
ーザが関係するかどうかを決定する、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項9に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサが、数日にわたって前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーシ
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ョンデータを受信する、請求項9に記載の装置。
【請求項１７】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための装置であって、
　第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを
受信するための手段であって、前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデ
ータが、経時的な前記第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2の
ユーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、前記第2のユーザに関する前記
時間およびロケーションデータが、経時的な前記第2のユーザのロケーションを表す、受
信するための手段と、
　前記第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の前記第1のユ
ーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減するための手段であって、前記第
1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザのロケーションを
表し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲の前記第2のユー
ザに関する前記時間およびロケーションデータを削減し、前記第2の複数の人工ニューロ
ンの各々が、第2の時間の間の前記第2のユーザのロケーションを表す、削減するための手
段と、
　前記第1のユーザデバイスによって、前記第1のユーザに関する前記削減された時間およ
びロケーションデータをサーバに送信するための手段であって、前記第2のユーザデバイ
スが、前記第2のユーザに関する前記削減された時間およびロケーションデータを前記サ
ーバに送信する、送信するための手段と
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定
することに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定す
る、装置。
【請求項１８】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項17に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項17に記載の装置。
【請求項２０】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する全地球測位シ
ステム(GPS)距離を決定し、GPS距離が、ユーザの第1のロケーションと前記ユーザの第2の
ロケーションとの間の物理的距離を表す、請求項17に記載の装置。
【請求項２１】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項17に記載の装置。
【請求項２２】
　前記サーバが、前記マッピングにさらに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユ
ーザが関係するかどうかを決定する、請求項21に記載の装置。
【請求項２３】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項17に記載の装置。
【請求項２４】
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　前記受信するための手段が、数日にわたって前記第1のユーザに関する前記時間および
ロケーションデータを受信する、請求項17に記載の装置。
【請求項２５】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体であって、
　第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを
受信するための少なくとも1つの命令であって、前記第1のユーザに関する前記時間および
ロケーションデータが、経時的な前記第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデ
バイスが第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、前記第2のユーザ
に関する前記時間およびロケーションデータが、経時的な前記第2のユーザのロケーショ
ンを表す、受信するための少なくとも1つの命令と、
　前記第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の前記第1のユ
ーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減するための少なくとも1つの命令
であって、前記第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザ
のロケーションを表し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲
の前記第2のユーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減し、前記第2の複数
の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の前記第2のユーザのロケーションを表す、削
減するための少なくとも1つの命令と、
　前記第1のユーザデバイスによって、前記第1のユーザに関する前記削減された時間およ
びロケーションデータをサーバに送信するための少なくとも1つの命令であって、前記第2
のユーザデバイスが、前記第2のユーザに関する前記削減された時間およびロケーション
データを前記サーバに送信する、送信するための少なくとも1つの命令と
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定
することに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定す
る、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項25に記載の非
一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２８】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項２９】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが数日にわたって受信さ
れる、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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関連出願の相互参照
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、全体が参照によって本明細書に明示的に組
み込まれている、2014年6月2日に出願した「DERIVING USER CHARACTERISTICS FROM USERS
' LOG FILES」という表題の米国仮出願第62/006,564号、および2014年7月8日に出願した
「DERIVING RELATIONSHIPS FROM OVERLAPPING LOCATION DATA」という表題の米国仮出願
第62/022,068号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本開示の態様は、重複するロケーションデータから関係を導出することを対象とする。
【背景技術】
【０００３】
　ユーザデバイスは、概して、デバイスのロケーション、バッテリー使用量、WiFiアクセ
ス、および/または他のデバイスとの対話(たとえば、電子メール、呼出し、ショートメッ
セージサービス(SMS)メッセージ、マルチメディアメッセージサービス(MMS)メッセージ、
ウェブブラウジング履歴、近接度検出など)など、ユーザのデバイスの使用に関する情報
を追跡し、この情報をユーザログファイル内に記憶する。データの中でも、ロケーション
データを報告するユーザログは、他のユーザとのユーザの関係への洞察力を潜在的に与え
ることができる分析機会を提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下は、重複するロケーションデータから関係を導出するための、本明細書で開示する
機構に関連する1つまたは複数の態様および/または実施形態に関する簡略化された概要を
提示する。したがって、以下の概要は、すべての考えられる態様および/または実施形態
に関する包括的な概説と見なされるべきではなく、すべての考えられる態様および/もし
くは実施形態に関する重要もしくは決定的な要素を特定するか、または任意の特定の態様
および/もしくは実施形態に関連付けられる範囲を定めると見なされるべきでない。した
がって、以下の概要は、以下で提示する詳細な説明に先立って、本明細書で開示する機構
に関する1つまたは複数の態様および/または実施形態に関する特定の概念を簡略化された
形で提示することが唯一の目的である。
【０００５】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための方法は、第1のユー
ザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションを受信するステップ
であって、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な第1のユーザ
のロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2のユーザに関する時間およびロケーシ
ョンデータを受信し、第2のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な
第2のユーザのロケーションを表す、受信するステップと、第1のユーザデバイスにおいて
、第1の複数の人工ニューロンの周囲の第1のユーザに関する時間およびロケーションデー
タを削減するステップであって、第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の
第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロ
ンの周囲の第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減し、第2の複数の人
工ニューロンの各々が、第2の時間の間の第2のユーザのロケーションを表す、削減するス
テップと、第1のユーザデバイスによって、第1のユーザに関する削減された時間およびロ
ケーションデータをサーバに送信するステップであって、第2のユーザデバイスが、第2の
ユーザに関する削減された時間およびロケーションデータをサーバに送信する、送信する
ステップとを含み、サーバは、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人工ニュー
ロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定する
ことに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定する。
【０００６】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための装置は、第1のユー
ザデバイスの第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信することであっ
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て、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な第1のユーザのロケ
ーションを表す、受信することと、第1の複数の人工ニューロンの周囲の第1のユーザに関
する時間およびロケーションデータを削減することであって、第1の複数の人工ニューロ
ンの各々が、第1の時間の間の第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイス
が第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、第2のユーザに関する時
間およびロケーションデータが、経時的な第2のユーザのロケーションを表し、第2のユー
ザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲の第2のユーザに関する時間およびロケ
ーションデータを削減し、第2の複数の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の第2の
ユーザのロケーションを表す、削減することとを行うプロセッサと、第1のユーザに関す
る削減された時間およびロケーションデータをサーバに送信することであって、第2のユ
ーザデバイスが、第2のユーザに関する削減された時間およびロケーションデータをサー
バに送信する、送信することを行うトランシーバとを含み、サーバは、第1のユーザおよ
び第2のユーザが第1の複数の人工ニューロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共
通の人工ニューロンを有すると決定することに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザ
が関係するか否かを決定する。
【０００７】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための装置は、第1のユー
ザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信するた
めの手段であって、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な第1
のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2のユーザに関する時間および
ロケーションデータを受信し、第2のユーザに関する時間およびロケーションデータが、
経時的な第2のユーザのロケーションを表す、受信するための手段と、第1のユーザデバイ
スにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の第1のユーザに関する時間およびロケー
ションデータを削減するための手段であって、第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1
の時間の間の第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが、第2の複数の
人工ニューロンの周囲の第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減し、
第2の複数の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の第2のユーザのロケーションを表
す、削減するための手段と、第1のユーザデバイスによって、第1のユーザに関する削減さ
れた時間およびロケーションデータをサーバに送信するための手段であって、第2のユー
ザデバイスが、第2のユーザに関する削減された時間およびロケーションデータをサーバ
に送信する、送信するための手段とを含み、サーバは、第1のユーザおよび第2のユーザが
第1の複数の人工ニューロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロ
ンを有すると決定することに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するかどう
かを決定する。
【０００８】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための非一時的コンピュー
タ可読媒体は、第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーシ
ョンデータを受信するための少なくとも1つの命令であって、第1のユーザに関する時間お
よびロケーションデータが、経時的な第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデ
バイスが第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、第2のユーザに関
する時間およびロケーションデータが、経時的な第2のユーザのロケーションを表す、受
信するための少なくとも1つの命令と、第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工
ニューロンの周囲の第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減するため
の少なくとも1つの命令であって、第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間
の第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニュー
ロンの周囲の第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減し、第2の複数の
人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の第2のユーザのロケーションを表す、削減する
ための少なくとも1つの命令と、第1のユーザデバイスによって、第1のユーザに関する削
減された時間およびロケーションデータをサーバに送信するための少なくとも1つの命令
であって、第2のユーザデバイスが、第2のユーザに関する削減された時間およびロケーシ



(8) JP 2017-531219 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

ョンデータをサーバに送信する、送信するための少なくとも1つの命令とを含み、サーバ
は、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人工ニューロンおよび第2の複数の人工
ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定することに基づいて、第1のユー
ザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定する。
【０００９】
　本明細書で開示する機構に関連付けられた他の目的および利点は、添付の図面および詳
細な説明に基づいて、当業者に明らかとなろう。
【００１０】
　以下の詳細な説明を参照しながら、本開示を限定するためではなく、例示のためにのみ
提示される添付の図面とともに考察すれば、本開示の態様およびその付随する利点の多く
がより十分に理解されるようになるので、それらに関するより完全な諒解が容易に得られ
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の一態様によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキテク
チャを示す図である。
【図２】例示的なユーザ機器(UE)の様々な構成要素を示すブロック図である。
【図３】本開示の一態様による機能を実行するように構成された論理を含む通信デバイス
を示す図である。
【図４】本開示の一実施形態によるサーバを示す図である。
【図５Ａ】本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイレベル
プロセスを示す図である。
【図５Ｂ】本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイレベル
プロセスを示す図である。
【図５Ｃ】本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイレベル
プロセスを示す図である。
【図５Ｄ】本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイレベル
プロセスを示す図である。
【図５Ｅ】本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイレベル
プロセスを示す図である。
【図５Ｆ】本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイレベル
プロセスを示す図である。
【図６Ａ】ユーザデバイスが処理されるべきユーザデータのログをサーバに送る例示的な
従来のシステムを示す図である。
【図６Ｂ】図6Aに例示した様々なユーザデバイスおよびサーバが処理任務を共有する本開
示の一態様による例示的なシステムを示す図である。
【図７】時間ロケーションデータの局所的に構築されたモデルを使用して関係を決定する
ための例示的なフローを示す図である。
【図８Ａ】クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なプロセスを示す図
である。
【図８Ｂ】クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なプロセスを示す図
である。
【図８Ｃ】クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なプロセスを示す図
である。
【図８Ｄ】クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なプロセスを示す図
である。
【図９】クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なフローを示す図であ
る。
【図１０】重複する時間ロケーションデータから関係を導出するための例示的なフローを
示す図である。
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【図１１】本明細書で教示する通信をサポートするように構成された装置のサンプル態様
の簡略ブロック図である。
【図１２】本明細書で教示する通信をサポートするように構成された装置のサンプル態様
の簡略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、全体が参照によって本明細書に明示的に組
み込まれている、代理人整理番号141209を有し、本出願と同時に出願した「DERIVING USE
R CHARACTERISTICS FROM USERS' LOG FILES」という表題の米国仮出願、および2013年5月
30日に出願した「A PARALLEL METHOD FOR AGGLOMERATIVE CLUSTERING OF NON-STATIONARY
 DATA」という表題の米国出願第13/906,169号に関する。
【００１３】
　本開示は、重複する時間およびロケーションデータから関係を導出することに関する。
第1のユーザデバイスは、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信する
ことであって、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な第1のユ
ーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2のユーザに関する時間およびロケ
ーションデータを受信し、第2のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時
的な第2のユーザのロケーションを表す、受信することと、第1の複数の人工ニューロンの
周囲の第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減することであって、第1
の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の第1のユーザのロケーションを表し、
第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲の第2のユーザに関する時間
およびロケーションデータを削減し、第2の複数の人工ニューロンの各々が、第2の時間の
間の第2のユーザのロケーションを表す、削減することと、第1のユーザに関する削減され
た時間およびロケーションデータをサーバに送信することであって、第2のユーザデバイ
スが、第2のユーザに関する削減された時間およびロケーションデータをサーバに送信す
る、送信することとを行い、サーバは、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人
工ニューロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると
決定することに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定する。
【００１４】
　以下の説明および関連する図面において、これらおよび他の態様について開示する。本
開示の範囲から逸脱することなく、代替の態様が考案され得る。さらに、本開示の関連す
る詳細を不明瞭にしないように、本開示のよく知られている要素は詳細に説明されないか
、または省略される。
【００１５】
　「例示的」および/または「例」という言葉は、本明細書では「例、事例、または例示
として働くこと」を意味するために使用される。本明細書で「例示的」および/または「
例」として説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好ましいか、または有利で
あると解釈されるべきではない。同様に、「本開示の態様」という用語は、本開示のすべ
ての態様が、論じられた特徴、利点または動作モードを含むことを要求しない。
【００１６】
　さらに、多くの態様が、たとえばコンピューティングデバイスの要素によって実行され
るべき一連の動作に関して説明される。本明細書で説明する様々な動作は、特定の回路(
たとえば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つもしくは複数のプロセッサによっ
て実行されるプログラム命令によって、または両方の組合せによって実行され得ることを
認識されよう。さらに、本明細書で説明するこれらの動作のシーケンスは、実行時に、関
連するプロセッサに本明細書で説明される機能を実行させる、対応するコンピュータ命令
のセットがその中に格納された任意の形態のコンピュータ可読記憶媒体内で完全に実施さ
れると見なされ得る。したがって、本開示の様々な態様は、そのすべてが特許請求される
主題の範囲内に入ることが企図されているいくつかの異なる形で具現化され得る。さらに
、本明細書で説明する態様ごとに、任意のそのような態様の対応する形は、本明細書で、



(10) JP 2017-531219 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

たとえば、説明する動作を実行する「ように構成された論理」として説明される場合があ
る。
【００１７】
　本明細書ではユーザ機器(UE)と呼ばれるクライアントデバイスは、モバイルであっても
または固定されていてもよく、かつ無線アクセスネットワーク(RAN)と通信してよい。本
明細書で使用する「UE」という用語は、「アクセス端末」または「AT」、「ワイヤレスデ
バイス」、「加入者デバイス」、「加入者端末」、「加入者局」、「ユーザ端末」または
UT、「モバイル端末」、「移動局」、およびそれらの変化形と互換的に参照されてよい。
概して、UEは、RANを介してコアネットワークと通信することができ、コアネットワーク
を通じてUEはインターネットなどの外部ネットワークに接続され得る。当然、UEには、ワ
イヤードアクセスネットワーク、(たとえば、IEEE 802.11などに基づく)WiFiネットワー
クを介してなど、コアネットワークおよび/またはインターネットに接続する他の機構も
考えられる。UEは、限定はしないが、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)デバイ
ス、外付けまたは内蔵のモデム、ワイヤレスフォンまたは有線フォンなどを含むいくつか
のタイプのデバイスのいずれかによって具現化され得る。UEが信号をRANに送ることがで
きる通信リンクは、アップリンクチャネル(たとえば、逆方向トラフィックチャネル、逆
方向制御チャネル、アクセスチャネルなど)と呼ばれる。RANが信号をUEに送ることができ
る通信リンクは、ダウンリンクチャネルまたは順方向リンクチャネル(たとえば、ページ
ングチャネル、制御チャネル、ブロードキャストチャネル、順方向トラフィックチャネル
など)と呼ばれる。本明細書で使用するトラフィックチャネル(TCH)という用語は、アップ
リンク/逆方向トラフィックチャネル、またはダウンリンク/順方向トラフィックチャネル
のいずれかを指すことができる。
【００１８】
　図1は、本開示の一態様によるワイヤレス通信システム100のハイレベルシステムアーキ
テクチャを示す。ワイヤレス通信システム100はUE1...Nを含む。UE1...Nは、セルラー電
話、携帯情報端末(PDA)、ページャ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュ
ータなどを含んでよい。たとえば、図1で、UE1...2は発呼側セルラーフォンとして示され
、UE3...5はタッチスクリーンセルラーフォンまたはスマートフォンとして示され、UE N
はデスクトップコンピュータまたはパーソナルコンピュータ(PC)として示されている。
【００１９】
　図1を参照すると、UE1...Nは、図1にエアインターフェース104、106、108および/また
は直接ワイヤード接続として示されている物理通信インターフェースまたはレイヤを介し
てアクセスネットワーク(たとえば、RAN120、アクセスポイント125など)と通信するよう
に構成される。エアインターフェース104および106は、所与のセルラー通信プロトコル(
たとえば、符号分割多元接続(CDMA)、エボリューションデータオプティマイズド(EV-DO)
、発展型高速パケットデータ(eHRPD:Evolved High Rate Packet Data)、グローバルシス
テムオブモバイルコミュニケーション(GSM(登録商標))、GSM(登録商標)進化型高速データ
レート(EDGE)、ワイドバンドCDMA(W-CDMA)、ロングタームエボリューション(LTE)など)に
準拠し得るが、エアインターフェース108は、ワイヤレスIPプロトコル(たとえば、IEEE 8
02.11)に準拠し得る。RAN120は、エアインターフェース104および106などのエアインター
フェースを介してUEにサービスする複数のアクセスポイントを含む。RAN120内のアクセス
ポイントは、アクセスノードまたはAN、アクセスポイントまたはAP、基地局またはBS、ノ
ードB、eノードBなどと呼ばれることがある。これらのアクセスポイントは、地上アクセ
スポイント(もしくは地上局)、または衛星アクセスポイントであり得る。RAN120は、RAN1
20によってサービスされるUEとRAN120または異なるRANによってサービスされる他のUEと
の間の回線交換(CS)呼を完全にブリッジングすることを含む様々な機能を実行することが
でき、インターネット175などの外部ネットワークとのパケット交換(PS)データの交換を
仲介することもできるコアネットワーク140に接続するように構成される。インターネッ
ト175は、いくつかのルーティングエージェントおよび処理エージェント(便宜上、図1に
は示されていない)を含む。図1で、UE Nはインターネット175に直接接続する(すなわち、
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WiFiまたは802.11ベースネットワークのEthernet接続を介するなど、コアネットワーク14
0から分離される)ように示されている。それによって、インターネット175は、コアネッ
トワーク140を介してUE NとUE1...Nとの間のパケット交換データ通信をブリッジングする
ように機能し得る。図1には、RAN120から分離されたアクセスポイント125も示されている
。アクセスポイント125は、コアネットワーク140とは無関係に(たとえば、FiOS、ケーブ
ルモデムなどの光通信システムを介して)インターネット175に接続されてよい。エアイン
ターフェース108は、一例では、IEEE 802.11などのローカルワイヤレス接続を介してUE4
またはUE5にサービスしてよい。UE Nは、一例では(たとえば、ワイヤード接続性とワイヤ
レス接続性の両方を有するWiFiルータ用の)アクセスポイント125自体に対応し得るモデム
またはルータとの直接接続など、インターネット175とのワイヤード接続を有するデスク
トップコンピュータとして示されている。
【００２０】
　図1を参照すると、アプリケーションサーバ170は、インターネット175、コアネットワ
ーク140、またはその両方に接続されるように示されている。アプリケーションサーバ170
は、構造的に分離された複数のサーバとして実装されてよく、または代替的に、単一のサ
ーバに対応し得る。以下により詳しく説明するように、アプリケーションサーバ170は、
コアネットワーク140および/またはインターネット175を介してアプリケーションサーバ1
70に接続することのできるUEについて1つまたは複数の通信サービス(たとえば、ボイスオ
ーバーインターネットプロトコル(VoIP:Voice-over-Internet Protocol)セッション、プ
ッシュツートーク(PTT:Push-to-Talk)セッション、グループ通信セッション、ソーシャル
ネットワーキングサービスなど)をサポートするように構成される。
【００２１】
　図2は、例示的なUE200の様々な構成要素を示すブロック図である。簡潔のために、図2
のボックス図に示される様々な特徴および機能は、共通バスを使って接続されており、こ
のことは、これらの様々な特徴および機能が、動作可能に結合されることを表すことを意
図している。他の接続、機構、特徴、機能なども、実際の可搬型ワイヤレスデバイスを動
作可能に結合し構成する必要に応じて提供され適応され得ることが当業者には理解されよ
う。さらに、図2の例に示す特徴または機能の1つまたは複数は、さらに下位分割してもよ
く、図2に示す特徴または機能の2つ以上は組み合わせてもよいことも理解されたい。
【００２２】
　UE200は、1つまたは複数のアンテナ202に接続され得る1つまたは複数のワイドエリアネ
ットワーク(WAN)トランシーバ204を含み得る。WANトランシーバ204は、アクセスポイント
125などのWAN-WAPとの間で、および/またはネットワーク内の他のワイヤレスデバイスと
直接信号を通信し、かつ/または検出するための、適切なデバイス、ハードウェア、およ
び/またはソフトウェアを含む。一態様では、WANトランシーバ204は、ワイヤレス基地局
のCDMAネットワークと通信するのに適したCDMA通信システムを含み得るが、他の態様では
、ワイヤレス通信システムは、たとえば、TDMAやGSM(登録商標)など、別のタイプのセル
ラーテレフォニーネットワークを含み得る。さらに、たとえば、WiMAX(802.16)など、ど
の他のタイプのワイドエリアワイヤレスネットワーキング技術が使用されてもよい。UE20
0は、1つまたは複数のアンテナ202に接続され得る1つまたは複数のローカルエリアネット
ワーク(LAN)トランシーバ206も含み得る。LANトランシーバ206は、アクセスポイント125
などのLAN-WAPとの間で、および/またはネットワーク内の他のワイヤレスデバイスと直接
信号を通信し、かつ/または検出するための、適切なデバイス、ハードウェア、および/ま
たはソフトウェアを含む。一態様では、LANトランシーバ206は、1つまたは複数のワイヤ
レスアクセスポイントと通信するのに適したWi-Fi(802.11x)通信システムを含み得るが、
他の態様では、LANトランシーバ206は、別のタイプのローカルエリアネットワーク、パー
ソナルエリアネットワーク(たとえば、Bluetooth(登録商標))を含む。さらに、たとえば
、超広帯域、ZigBee、ワイヤレスUSBなど、他のどのタイプのワイヤレスネットワーキン
グ技術を使用することもできる。
【００２３】
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　本明細書で使用する「ワイヤレスアクセスポイント」(WAP)という短縮用語は、LAN-WAP
および/またはWAN-WAPを指すのに使用され得る。具体的には、以下に提示する説明におい
て、「WAP」という用語が使われる際は、実施形態は、複数のLAN-WAP、複数のWAN-WAP、
またはこれら2つの任意の組合せからの信号を利用することができるUE200を含み得ること
を理解されたい。UE200によって使用されるWAPの具体的なタイプは、動作の環境に依存し
得る。さらに、UE200は、正確な位置解に到達するために、様々なタイプのWAPの間で動的
に選択を行うことができる。他の実施形態では、様々なネットワーク要素がピアツーピア
方式で動作することができ、それにより、たとえば、UE200はWAPで置き換えられるか、ま
たはその反対でもよい。他のピアツーピア実施形態は、1つまたは複数のWAPの代わりに作
用する別のUE(図示せず)を含み得る。
【００２４】
　UE200には、衛星測位システム(SPS)受信機208も含まれ得る。SPS受信機208は、衛星信
号を受信するための1つまたは複数のアンテナ202に接続され得る。SPS受信機208は、SPS
信号を受信し、処理するための適切などのハードウェアおよび/またはソフトウェアも含
み得る。SPS受信機208は、他のシステムに対して、情報および動作を適宜要求し、UE200
の位置を判断するのに必要な算出を、適切な任意のSPSアルゴリズムによって取得された
測定値を使って実施する。
【００２５】
　WANトランシーバ204、LANトランシーバ206、およびSPS受信機208によって受信された信
号から導出される動きデータに依存しない運動および/または配向情報を与えるために、
動きセンサ212がプロセッサ210に結合され得る。
【００２６】
　例として、動きセンサ212は、加速度計(たとえば、マイクロ電気機械システム(MEMS)デ
バイス)、ジャイロスコープ、地磁気センサ(たとえば、コンパス)、高度計(たとえば、気
圧高度計)、および/または他のどのタイプの運動検出センサも利用することができる。さ
らに、動きセンサ212は、複数の異なるタイプのデバイスを含み、動き情報を与えるため
にその出力を組み合わせ得る。たとえば、動きセンサ212は、多軸加速度計および配向セ
ンサの組合せを使って、2-Dおよび/または3-D座標系での位置を計算することが可能にな
る。
【００２７】
　プロセッサ210は、WANトランシーバ204、LANトランシーバ206、SPS受信機208、および
動きセンサ212に接続され得る。プロセッサ210は、処理機能ならびに他の算出および制御
機能を提供する、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、および/
またはデジタル信号プロセッサを含み得る。プロセッサ210は、UE200内でプログラムされ
た機能を実行するためのデータおよびソフトウェア命令を記憶するためのメモリ214も含
み得る。メモリ214はプロセッサ210に搭載されて(たとえば、同じ集積回路(IC)パッケー
ジ内にあって)よく、かつ/またはメモリは、プロセッサの外部メモリであるとともにデー
タバスを介して機能的に結合されてよい。本開示の態様に関連する機能的な詳細について
は、下でより詳細に論じる。
【００２８】
　いくつかのソフトウェアモジュールおよびデータテーブルは、メモリ214内に存在し、
通信機能と測位判断機能の両方を管理するために、プロセッサ210によって利用され得る
。図2に示すように、メモリ214は、ワイヤレスベースの測位モジュール216、アプリケー
ションモジュール218、および測位モジュール228を含み、かつ/またはそうでなければ受
け得る。図2に示すようなメモリ内容の編成は例示に過ぎず、したがってモジュールの機
能および/またはデータ構造は、UE200の実装形態に応じて、異なるように組み合わされ、
分離され、かつ/または構造化され得ることを諒解されたい。
【００２９】
　アプリケーションモジュール218は、UE200のプロセッサ210上で実行するプロセスでよ
く、このプロセスは、ワイヤレスベースの測位モジュール216に対して位置情報を要求す
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る。アプリケーションは、通常、ソフトウェアアーキテクチャの上位層内で稼動する。ワ
イヤレスベースの測位モジュール216は、複数のWAPと交換される信号から測定された時間
情報から導出される情報を使用して、UE200の位置を導出することができる。時間ベース
技法を用いて位置を正確に判断するために、各WAPの時間を処理することによってもたら
される時間遅延の妥当な推定値を使用して、信号から取得された時間測定値を較正/調整
すればよい。本明細書で使用するように、これらの時間遅延は「処理遅延」と呼ばれる。
【００３０】
　WAPの処理遅延をさらに洗練するための較正は、動きセンサ212によって取得された情報
を使用して実行され得る。一実施形態では、動きセンサ212は、プロセッサ210に位置およ
び/または配向データを直接与えることができ、これらのデータは、メモリ214内で位置/
動きデータモジュール226内に記憶することができる。他の実施形態では、動きセンサ212
は、較正を実施するための情報を導出するために、プロセッサ210によってさらに処理さ
れるべきデータを提供し得る。たとえば、動きセンサ212は、ワイヤレスベースの測位モ
ジュール216内で処理遅延を調整するための位置データを導出するように測位モジュール2
28を使って処理され得る加速度および/または配向データ(単一または多軸)を提供するこ
とができる。
【００３１】
　較正の後、位置は次いで、その上述した要求に応答してアプリケーションモジュール21
8に出力され得る。さらに、ワイヤレスベースの測位モジュール216は、動作パラメータを
交換するためのパラメータデータベース224を利用することができる。そのようなパラメ
ータは、各WAPごとの判断された処理遅延、共通座標フレーム内のWAP位置、ネットワーク
に関連した様々なパラメータ、初期処理遅延推定値などを含み得る。
【００３２】
　他の実施形態では、付加情報は、SPS測定値などからの、動きセンサ212以外の他のソー
スから判断され得る補助的な位置および/または動きデータを随意に含み得る。補助的な
位置データは、断続的および/またはノイズがある可能性があるが、UE200が動作している
環境に応じて、WAPの処理遅延を推定するための独立情報の別のソースとして有用であり
得る。
【００３３】
　たとえば、いくつかの実施形態では、SPS受信機208から導出されたデータは、動きセン
サ212から供給された(位置/動きデータモジュール226から直接、または測位モジュール22
8によって導出されたかのいずれか)位置データを補うことができる。他の実施形態では、
位置データは、非RTT技法(たとえば、CDMAネットワーク内のアドバンストフォワードリン
ク三辺測量(AFLT))を使って、追加ネットワークを通して判断されたデータと組み合わさ
れ得る。いくつかの実装形態では、動きセンサ212および/またはSPS受信機208は、プロセ
ッサ210によるさらなる処理なしで、補助的な位置/動きデータ226の全部または一部を提
供することができる。いくつかの実施形態では、補助的な位置/動きデータ226は、動きセ
ンサ212および/またはSPS受信機208によってプロセッサ210に直接提供され得る。
【００３４】
　メモリ214は、プロセッサ210によって実行可能な関係発見モジュール230をさらに含み
得る。本明細書で説明するように、UE200が重複する時間およびロケーションデータから
関係を導出するように構成される場合、関係発見モジュール230は、プロセッサ210によっ
て実行されるとき、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信すること
であって、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な第1のユーザ
のロケーションを表す、受信することと、第1の複数の人工ニューロンの周囲の第1のユー
ザに関する時間およびロケーションデータを削減することであって、第1の複数の人工ニ
ューロンの各々が、第1の時間の間の第1のユーザのロケーションを表す、削減することと
、UE200に、たとえば、WANトランシーバ204またはLANトランシーバ206を介して、第1のユ
ーザに関する削減された時間およびロケーションデータをアプリケーションサーバ170な
どのサーバに送信させることとを行う。関係発見モジュール230を有する第2のユーザデバ
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イスは、第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信することであって、
第2のユーザに関する時間およびロケーションデータが、経時的な第2のユーザのロケーシ
ョンを表す、受信することと、第2の複数の人工ニューロンの周囲の第2のユーザに関する
時間およびロケーションデータを削減することであって、第2の複数の人工ニューロンの
各々が、第2の時間の間の第2のユーザのロケーションを表す、削減することと、第2のユ
ーザに関する削減された時間およびロケーションデータをサーバに送信することとを行う
ことができる。サーバは、次いで、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人工ニ
ューロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定
することに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定することが
できる。
【００３５】
　図2に示すモジュールは、この例では、メモリ214内に含まれるものとして示されている
が、いくつかの実装形態では、そのような手順は、他のまたは追加の機構を使うために提
供され、または場合によっては動作可能に置かれ得ることを認識されたい。たとえば、ワ
イヤレスベースの測位モジュール216および/またはアプリケーションモジュール218の全
部または一部は、ファームウェア内に提供され得る。さらに、この例では、ワイヤレスベ
ースの測位モジュール216およびアプリケーションモジュール218は、別々の特徴であるも
のとして示されているが、たとえば、そのような手順は、1つの手順として、もしくは可
能性としては他の手順と組み合わされ、または場合によっては複数の下位手順にさらに分
けられ得ることを認識されたい。
【００３６】
　プロセッサ210は、少なくとも本明細書で提供する技法を実施するのに適したどの形の
論理も含み得る。たとえば、プロセッサ210は、メモリ214内の命令に基づいて、UE200の
他の部分で使用するための動きデータを利用する1つまたは複数のルーチンを選択的に開
始するように、動作可能に構成可能であり得る。プロセッサ210はさらにであり得る
【００３７】
　UE200は、UE200とのユーザ対話を可能にするマイクロフォン/スピーカ252、キーパッド
254、およびディスプレイ256など、適切などのインターフェースシステムも提供するユー
ザインターフェース250を含み得る。マイクロフォン/スピーカ252は、WANトランシーバ20
4および/またはLANトランシーバ206を使用して音声通信サービスを提供する。キーパッド
254は、ユーザ入力のためのどの適切なボタンを含む。ディスプレイ256は、バックライト
液晶ディスプレイ(LCD)など、適切などのディスプレイも含み、追加ユーザ入力モードの
ためのタッチスクリーンディスプレイをさらに含み得る。
【００３８】
　本明細書で使用するように、UE200は、1つまたは複数のワイヤレス通信デバイスまたは
ネットワークから送信されたワイヤレス信号を獲得し、それらのデバイスまたはネットワ
ークにワイヤレス信号を送信するように構成可能などの可搬型または可動デバイスまたは
機械でもよい。図2に示すように、UE200は、そのような可搬型ワイヤレスデバイスを表す
。したがって、限定ではなく例として、UE200は、無線デバイス、セルラー電話デバイス
、コンピューティングデバイス、パーソナル通信システム(PCS)デバイス、または他の同
様の可動ワイヤレス通信機能搭載デバイス、アプライアンス、もしくは機械を含み得る。
「ユーザ機器」という用語はまた、短距離ワイヤレス接続、赤外線接続、ワイヤライン接
続、または他の接続などによって、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)と通信する
デバイスを、衛星信号受信、支援データ受信、および/もしく位置関連処理がそのデバイ
スにおいて行われるか、またはPNDにおいて行われるかにかかわらず含むことが意図され
る。また、「ユーザ機器」は、衛星信号受信、支援データ受信、および/または位置に関
する処理がデバイスで生じるのか、サーバで生じるのか、またはネットワークと関連する
別のデバイスで生じるのかとは関係なく、インターネット、Wi-Fi、または他のネットワ
ークなどを経由してサーバと通信することができるワイヤレスデバイス、コンピュータ、
ラップトップなどを含むすべてのデバイスを含むことが意図されている。上記の任意の動
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作可能な組合せも「ユーザ機器」と見なされる。
【００３９】
　本明細書で使用する「ワイヤレスデバイス」、「移動局」、「モバイルデバイス」、「
ユーザ機器」という用語は、ネットワークを介して情報を転送し、位置判断および/また
はナビゲーション機能を有し得るどのタイプのワイヤレス通信デバイスも指し得る。ワイ
ヤレスデバイスは、どのセルラーモバイル端末、パーソナル通信システム(PCS)デバイス
、パーソナルナビゲーションデバイス、ラップトップ、携帯情報端末、またはネットワー
クおよび/もしくはSPS信号を受信し、処理することが可能な他のどの適切なデバイスでも
よい。
【００４０】
　図3は、機能を実行するように構成された論理を含む通信デバイス300を示す。通信デバ
イス300は、限定はしないが、UE200、RAN120の任意の構成要素、コアネットワーク140の
任意の構成要素、コアネットワーク140および/またはインターネット175に結合された任
意の構成要素(たとえば、アプリケーションサーバ170)などを含む、上記の通信デバイス
のうちのいずれかに対応し得る。したがって、通信デバイス300は、図1のワイヤレス通信
システム100を介して1つもしくは複数の他のエンティティと通信する(または通信を容易
にする)ように構成された任意の電子デバイスに対応し得る。
【００４１】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を受信および/または送信するように構成
された論理305を含む。一例では、通信デバイス300がワイヤレス通信デバイス(たとえば
、UE200)に対応する場合、情報を受信および/または送信するように構成された論理305は
、ワイヤレストランシーバおよび関連ハードウェア(たとえば、無線周波数(RF)アンテナ
、モデム、変調器、および/または復調器など)などのワイヤレス通信インターフェース(
たとえば、Bluetooth(登録商標)、WiFi、2G、CDMA、W-CDMA、3G、4G、LTEなど)を含み得
る。別の例では、情報を受信および/または送信するように構成された論理305は、ワイヤ
ード通信インターフェース(たとえば、インターネット175にアクセスする手段となり得る
シリアル接続、ユニバーサルシリアルバス(USB)またはFirewire接続、Ethernet接続など)
に対応し得る。したがって、通信デバイス300が、何らかのタイプのネットワークベース
のサーバ(たとえば、アプリケーションサーバ170)に対応する場合には、情報を受信およ
び/または送信するように構成された論理305は、一例では、Ethernetプロトコルによって
ネットワークベースのサーバを他の通信エンティティに接続するEthernetカードに対応し
得る。さらなる例では、情報を受信および/または送信するように構成された論理305は、
通信デバイス300がそのローカル環境を監視する手段となり得る感知または測定ハードウ
ェア(たとえば、加速度計、温度センサ、光センサ、ローカルRF信号を監視するためのア
ンテナなど)を含み得る。情報を受信および/または送信するように構成された論理305は
、データ点ストリームを受信するように構成された論理も含み得る。情報を受信および/
または送信するように構成された論理305は、実行されるとき、情報を受信および/または
送信するように構成された論理305の関連ハードウェアがその受信機能および/または送信
機能を実行できるようにするソフトウェアも含み得る。しかしながら、情報を受信および
/または送信するように構成された論理305は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、
情報を受信および/または送信するように構成された論理305は、その機能を達成するため
のハードウェアに少なくとも部分的に依拠する。
【００４２】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を処理するように構成された論理310をさ
らに含む。一例では、情報を処理するように構成された論理310は、少なくともプロセッ
サを含み得る。情報を処理するように構成された論理310によって実行され得るタイプの
処理の例示的な実装形態は、判断を行うこと、接続を確立すること、異なる情報オプショ
ン間で選択を行うこと、データに関係する評価を実行すること、測定動作を実行するため
に通信デバイス300に結合されたセンサと対話すること、情報をあるフォーマットから別
のフォーマットに(たとえば、.wmvから.aviへなど、異なるプロトコル間で)変換すること
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などを含むが、これらに限定されない。情報を処理するように構成された論理310内に含
まれるプロセッサは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲ
ートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明する
機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せに対応し得る。汎用プロセッサは
マイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来型プロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。ま
た、プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せとして実装することも可能であ
り、たとえば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコア
と連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成とし
て実装することができる。情報を処理するように構成された論理310はまた、実行される
とき、情報を処理するように構成された論理310の関連ハードウェアがその処理機能を実
行することを可能にするソフトウェアを含み得る。しかしながら、情報を処理するように
構成された論理310は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を処理するように
構成された論理310は、その機能を達成するためにハードウェアに少なくとも部分的に依
拠する。
【００４３】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を記憶するように構成された論理315をさ
らに含む。一例では、情報を記憶するように構成された論理315は、少なくとも非一時的
メモリおよび関連ハードウェア(たとえば、メモリコントローラなど)を含み得る。たとえ
ば、情報を記憶するように構成された論理315内に含まれる非一時的メモリは、RAM、フラ
ッシュメモリ、ROM、消去可能プログラマブルROM(EPROM)、EEPROM、レジスタ、ハードデ
ィスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形
の記憶媒体に対応し得る。情報を記憶するように構成された論理315はまた、実行される
とき、情報を記憶するように構成された論理315の関連ハードウェアがその記憶機能を実
行することを許可するソフトウェアを含み得る。しかしながら、情報を記憶するように構
成された論理315は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を記憶するように構
成された論理315は、その機能を達成するためにハードウェアに少なくとも部分的に依拠
する。
【００４４】
　情報を記憶するように構成された論理315は、情報を処理するように構成された論理310
によって実行可能な、関係発見モジュール230などの関係発見モジュールをさらに含み得
る。本明細書で説明するように、通信デバイス300が重複する時間およびロケーションデ
ータから関係を導出するように構成される場合、関係発見モジュールは、情報を処理する
ように構成された論理310によって実行されるとき、第1のユーザに関する時間およびロケ
ーションデータを受信することであって、第1のユーザに関する時間およびロケーション
データが、経時的な第1のユーザのロケーションを表す、受信することと、第1の複数の人
工ニューロンの周囲の第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減するこ
とであって、第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の第1のユーザのロケ
ーションを表す、削減することと、UE200に、たとえば、WANトランシーバ204またはLANト
ランシーバ206を介して、第1のユーザに関する削減された時間およびロケーションデータ
をアプリケーションサーバ170などのサーバに送信させることとを行う。関係発見モジュ
ール230などの関係発見モジュールを有する第2のユーザデバイスは、第2のユーザに関す
る時間およびロケーションデータを受信することであって、第2のユーザに関する時間お
よびロケーションデータが、経時的な第2のユーザのロケーションを表す、受信すること
と、第2の複数の人工ニューロンの周囲の第2のユーザに関する時間およびロケーションデ
ータを削減することであって、第2の複数の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の第
2のユーザのロケーションを表す、削減することと、第2のユーザに関する削減された時間
およびロケーションデータをサーバに送信することとを行うことができる。サーバは、次
いで、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人工ニューロンおよび第2の複数の人
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工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定することに基づいて、第1のユ
ーザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定することができる。
【００４５】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を提示するように構成された論理320をさ
らに随意に含む。一例では、情報を提示するように構成された論理320は、少なくとも出
力デバイスおよび関連ハードウェアを含み得る。たとえば、出力デバイスは、ビデオ出力
デバイス(たとえば、ディスプレイスクリーン、USB、高精細度マルチメディアインターフ
ェース(HDMI(登録商標):high-definition multimedia interface)のようなビデオ情報を
搬送することができるポートなど)、オーディオ出力デバイス(たとえば、スピーカ、マイ
クロフォンジャック、USB、HDMI(登録商標)のようなオーディオ情報を搬送することがで
きるポートなど)、振動デバイス、および/または、情報がそれによって出力のためにフォ
ーマットされ得る、または通信デバイス300のユーザもしくはオペレータによって実際に
出力され得る任意の他のデバイスを含み得る。たとえば、通信デバイス300が、図2に示し
たUE200に対応する場合、情報を提示するように構成された論理320は、ディスプレイ256
および/またはスピーカ252を含み得る。さらなる例では、情報を提示するように構成され
た論理320は、(たとえば、ネットワークスイッチまたはルータ、リモートサーバなど)ロ
ーカルユーザを有さないネットワーク通信デバイスのようないくつかの通信デバイスでは
省略されることがある。情報を提示するように構成された論理320は、実行されるとき、
情報を提示するように構成された論理320の関連ハードウェアがその提示機能を実行する
ことを許可するソフトウェアも含み得る。しかしながら、情報を提示するように構成され
た論理320は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を提示するように構成され
た論理320は、その機能を達成するためにハードウェアに少なくとも部分的に依拠する。
【００４６】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、ローカルユーザ入力を受信するように構成され
た論理325をさらに随意に含む。一例では、ローカルユーザ入力を受信するように構成さ
れた論理325は、少なくともユーザ入力デバイスおよび関連ハードウェアを含み得る。た
とえば、ユーザ入力デバイスは、ボタン、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、
カメラ、オーディオ入力デバイス(たとえば、マイクロフォン、またはマイクロフォンジ
ャックなど、オーディオ情報を搬送することができるポートなど)、および/または通信デ
バイス300のユーザまたはオペレータから情報を受信する手段となり得る任意の他のデバ
イスを含み得る。たとえば、通信デバイス300が、図2に示したUE200に対応する場合、ロ
ーカルユーザ入力を受け取るように構成された論理325は、マイクロフォン252、キーパッ
ド254、ディスプレイ256などを含み得る。さらなる例では、ローカルユーザ入力を受信す
るように構成された論理325は、(たとえば、ネットワークスイッチまたはルータ、リモー
トサーバなど)ローカルユーザを有さないネットワーク通信デバイスのようないくつかの
通信デバイスでは省略されることがある。ローカルユーザ入力を受信するように構成され
た論理325は、実行されるとき、ローカルユーザ入力を受信するように構成された論理325
の関連ハードウェアがその入力受信機能を実行することを許可するソフトウェアも含み得
る。しかしながら、ローカルユーザ入力を受信するように構成された論理325は、ソフト
ウェアだけに対応するのではなく、ローカルユーザ入力を受信するように構成された論理
325は、その機能を達成するためにハードウェアに少なくとも部分的に依拠する。
【００４７】
　図3を参照すると、305から325の構成された論理は、図3では別個のまたは相異なるブロ
ックとして示されているが、それぞれの構成された論理がその機能を実行するためのハー
ドウェアおよび/またはソフトウェアは、部分的に重複できることは理解されよう。たと
えば、305から325の構成された論理の機能を容易にするために使用される任意のソフトウ
ェアを、情報を記憶するように構成された論理315に関連する非一時的メモリ内に記憶す
ることができ、それにより、305から325の構成された論理は各々、その機能(すなわち、
この場合、ソフトウェア実行)を、情報を記憶するように構成された論理315によって記憶
されたソフトウェアの動作に部分的に基づいて実行する。同様に、構成された論理のうち
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の1つに直接関連付けられるハードウェアは、時々、他の構成された論理によって借用ま
たは使用され得る。たとえば、情報を処理するように構成された論理310のプロセッサは
、情報を受信および/または送信するように構成された論理305によって送信される前に、
データを適切な形式にフォーマットすることができ、それにより、情報を受信および/ま
たは送信するように構成された論理305は、その機能(すなわち、この場合、データの送信
)を、情報を処理するように構成された論理310に関連付けられたハードウェア(すなわち
、プロセッサ)の動作に部分的に基づいて実行する。
【００４８】
　一般に、別段に明示的に記載されていない限り、本開示全体にわたって使用される「よ
うに構成された論理」という句は、ハードウェアで少なくとも部分的に実装される態様を
呼び出すものとし、ハードウェアから独立したソフトウェアだけの実装形態に位置づける
ものではない。また、様々なブロックの構成された論理または「ように構成された論理」
は、特定の論理ゲートまたは要素に限定されず、一般に、(ハードウェアまたはハードウ
ェアとソフトウェアの組合せのいずれかを介して)本明細書で説明する機能を実行する能
力を指すことが諒解されよう。したがって、様々なブロックに示す構成された論理または
「ように構成された論理」は、「論理」という言葉を共有するにもかかわらず、必ずしも
論理ゲートまたは論理要素として実装されるとは限らない。様々なブロックの論理間の他
の対話または協働が、以下でより詳細に説明する態様の検討から、当業者には明らかにな
るであろう。
【００４９】
　様々な実施形態は、図4に示すサーバ400などの、様々な市販のサーバデバイスのいずれ
においても実装され得る。一例では、サーバ400は、上で説明したアプリケーションサー
バ170の1つの例示的な構成に対応し得る。図4では、サーバ400は、揮発性メモリ402と、
ディスクドライブ403などの大容量の不揮発性メモリとに結合されたプロセッサ401を含む
。サーバ400は、プロセッサ401に結合された、フロッピー(登録商標)ディスクドライブ、
コンパクトディスク(CD)ドライブまたはDVDディスクドライブ406を含むことも可能である
。サーバ400は、他のブロードキャストシステムコンピュータおよびサーバに、またはイ
ンターネットに結合されたローカルエリアネットワークなどのネットワーク407とのデー
タ接続を確立するための、プロセッサ401に結合されたネットワークアクセスポート404を
含むことも可能である。図3の文脈において、図4のサーバ400は、通信デバイス300の1つ
の例示的な実装形態を示すが、情報を送信および/または受信するように構成された論理3
05は、ネットワーク407と通信するためにサーバ400によって使用されるネットワークアク
セスポート404に対応し、情報を処理するように構成された論理310はプロセッサ401に対
応し、情報を記憶するように構成された論理315は、揮発性メモリ402、ディスクドライブ
403および/またはディスクドライブ406の任意の組合せに対応することが諒解されよう。
情報を提示するように構成された随意の論理320およびローカルユーザ入力を受信するよ
うに構成された随意の論理325は、図4には明示的に示されず、その中に含まれる場合もあ
れば、含まれない場合もある。したがって、図4は、通信デバイス300が、図2の200の場合
のようなUEの実装形態に加えて、サーバとして実装され得ることを説明するのを助ける。
【００５０】
　図4に例示されないが、サーバ400はまた、プロセッサ401によって実行可能な関係発見
モジュールを含み得る。本明細書で説明するように、サーバ400が重複する時間およびロ
ケーションデータから関係を導出するように構成される場合、関係発見モジュールは、プ
ロセッサ401によって実行されるとき、ネットワークアクセスポート404を介して、第1の
ユーザに関する削減された時間およびロケーションデータを受信することであって、第1
のユーザに関する時間およびロケーションデータが第1の複数の人工ニューロンの周囲で
削減され、第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の第1のユーザのロケー
ションを表す、受信することを行う。関係発見モジュールはまた、ネットワークアクセス
ポート404を介して、少なくとも第2のユーザに関して削減された時間およびロケーション
データを受信することであって、第2のユーザに関する時間およびロケーションデータが
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第2の複数の人工ニューロンの周囲で削減され、第2の複数の人工ニューロンの各々が、第
2の時間の間の第2のユーザのロケーションを表す、受信することを行う。サーバ400の関
係発見モジュールは、次いで、第1のユーザおよび少なくとも第2のユーザが第1の複数の
人工ニューロンおよび第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有する
と決定することに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定する
ことができる。
【００５１】
　UE200などのユーザデバイスは、概して、デバイスのロケーション、バッテリー使用量
、WiFiアクセス、および/または他のデバイスとの対話(たとえば、電子メール、呼出し、
SMSメッセージ、MMSメッセージ、ウェブブラウジング履歴、近接度検出など)など、ユー
ザのデバイスの使用に関する情報を追跡し、この情報をユーザログファイル内に記憶する
。データの中でも、ロケーションデータを報告するユーザログは、他のユーザとのユーザ
の関係への洞察力を潜在的に与えることができる分析機会を提供する。
【００５２】
　本開示は、ユーザのロケーションデータを活用して、その関係および行動に関して学習
する。経時的なGPS座標またはサービングセル識別子など、ユーザの時間およびロケーシ
ョンデータを仮定すれば、第1のステップは、そのユーザに対して有意の場所を発見する
ことであり、これは、クラスタリングアルゴリズムを使用して達成され得る。次いで、シ
ステムは、データクラスタから構築されたモデルを比較して、異なるユーザ間の類似性を
見出す。
【００５３】
　図5A～図5Fは、本開示の一態様による、ユーザ間の関係を決定するための例示的なハイ
レベルプロセスを示す。初期ステップは、システムがクラスタ化することになるログデー
タから値を抽出するステップである。たとえば、特定の時間におけるユーザのロケーショ
ンに関するログデータをクラスタ化することができる。ロケーション距離は、地理的距離
、たとえば、GPS距離を使用して、または、遷移距離を使用してのいずれかで測定され得
る。
【００５４】
　地理的距離は、ログデータとともに送られたGPS座標を使用することによって測定され
る。対照的に、遷移距離は、あるロケーションから別のロケーションへのデバイス遷移の
回数を表す。図5Aは、遷移距離を決定する一例を示す。図5Aの例では、ユーザのロケーシ
ョンデータは、何らかの時間期間にわたってユーザデバイスが接続されている3つのセル/
基地局、すなわち、タワーA、タワーB、およびタワーCのサービングセル識別子を含む。
遷移距離は、あるロケーション(たとえば、サービングセル)から別のロケーションへのデ
バイス遷移の回数を測定することによって決定される(図5Aの表1に示す)。
【００５５】
　より頻繁に発生する遷移は2つのロケーション間のより短い距離を示すのに対して、よ
り低い頻度で発生する遷移は2つのロケーション間のより長い距離を示す。図5Aの例では
、タワーAおよびCは互いに最も近く、距離1.00(AからC)と距離0.80(CからA)の間の遷移に
よって示される。
【００５６】
　次に、抽出されたデータ、たとえば、ユーザのロケーションデータがクラスタ化される
。図5Bは、クラスタ化されているユーザのロケーションを表すデータポイントの2つのセ
ット(サンプル1 502およびサンプル2 504)を示す。このクラスタ化については、以下でさ
らに詳細に説明する。
【００５７】
　各ユーザに関して、システムは、次いで、そのロケーションデータが属するクラスタを
特定する。図5Cは、ユーザごとのクラスタカウント(表512)およびユーザ対クラスタカウ
ント(表514)を表す2つの表512および514を示す。ユーザごとのクラスタカウント表512に
示すように、ユーザAは、それぞれ、クラスタ3、4、および16に対応するロケーションに
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それぞれ106回、1回、および7回いた。ユーザごとのクラスタカウント表512でわかるよう
に、かつユーザ対クラスタカウント表514に示すように、各ユーザは、ある時点において
、クラスタ3に対応するロケーションにいた。実装形態に応じて、この時点は、共通の時
点、たとえば、同じ時間、同じ日、同じ週などであってよいが、そうでなくてもよい。
【００５８】
　次に、図5Dに示すように、システムは、ユーザと各ユーザが属するクラスタとの間のマ
ッピングを表すグラフ520を構築する。ユーザ間の関係を決定するために、システムは、
どのユーザがクラスタを共有するかを特定することができる。図5Eは、図5Cに示すユーザ
A、B、およびCに関するグラフ530を示す。図5Cに例示し、図5Eに示すように、ユーザA、B
、およびCは、クラスタ3を共通して有し、したがって、クラスタ3を介して関係する。し
たがって、ユーザA、B、およびCとの間に何らかの関係が存在すると推論され得る。
【００５９】
　経時的に、クラスタ数は、図5Fのグラフ540に示すように、意味的なラベルで置換され
得る。そうするために、システムは、ユーザ行為のパターンを説明する文法を生成する。
(特定のロケーションを表すことができる)所与の重心の周囲に十分なデータ点が存在する
と、システムはその重心に関して可能な意味的なラベルをルックアップする。たとえば、
特定の重心をラベル「Starbucks」、「コーヒー店」、「朝食」、(ユーザの勤務先の場合
のように)「仕事」などに関連付けることができる。次いで、システムは、たとえば、SEQ
UITURアルゴリズムを使用して、データ点が様々な重心の周囲にクラスタ化されたシーケ
ンスを分析する。経時的に、文法内にパターンが出現すると、システムは、特定のロケー
ションがユーザにとって何を意味するかを決定し、それに応じて、考えられる意味的なラ
ベルの1つを割り当てることができる。
【００６０】
　図6Aは、UE200などのユーザデバイス610～640が処理されるべきユーザデータのログを
アプリケーションサーバ170などのサーバ600に送る例示的なシステムを示す。たとえば、
サーバ600は、データをクラスタ化することによって、受信されたユーザログデータを処
置した可能性がある。
【００６１】
　対照的に、図6Bは、様々なユーザデバイス610～640およびサーバ600が処理任務を共有
する例示的なシステムを示す。たとえば、各ユーザデバイス610～640は、特徴抽出および
その独自のユーザデータのクラスタ化を実行することができ、サーバ600はデータ整合を
実行することができる。さらに、図6Bに例示しないが、ユーザデバイス610～640の各々お
よびサーバ600は、本明細書で説明する機能を実行するための関係発見モジュールを含み
得る。
【００６２】
　図7は、時間ロケーションデータの局所的に構築されたモデルを使用して関係を決定す
るための例示的なフローを示す。図7に示すフローは、図6Bに例示したシステムによって
実行可能であり、図5Bに示したクラスタ化の一部であり得る。図7に示すフローは、リア
ルタイムで動的に実行可能であり、それによって、様々なユーザの関係状態が常時更新さ
れる。
【００６３】
　710で、各ユーザデバイス610～640は、ユーザログから、またはそのデータが生成され
るとリアルタイムでのいずれかで、時間およびロケーションデータを収集する。上で説明
したように、時間およびロケーションデータは、ユーザデバイスの、経時的なGPS座標の
ログもしくはサービングセル識別子、またはリアルタイムのGPS座標もしくはサービング
セル識別子のログを含み得る。
【００６４】
　720で、各ユーザデバイス610～640、具体的には、図2の関係発見モジュール230など、
各ユーザデバイス610～640の関係発見モジュールは、データを局所的にクラスタ化し、デ
ータの次元性を削減する。各データクラスタは所与のユーザデバイスに関連付けられ、つ
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まり、各データクラスタは、クラスタ化を実行しているユーザデバイスだけに関連付けら
れたデータ(たとえば、そのユーザデバイスに関する時間およびロケーションデータ)のク
ラスタである。この態様は、各ユーザデバイス610～640に加えて、クラスタ化されたデー
タが特定のユーザデバイスに属することを示す、クラスタ化されたユーザデータのグラフ
を示す図6Bに例示される。作成されたクラスタはユーザまたはユーザデバイス間の関係を
暗示せず、むしろ、2つの異なるユーザデバイスからの2つのクラスタの比較を単純化する
ように働き、それらのユーザデバイスまたは対応するユーザが関係するかどうかを決定す
ることに留意されたい。
【００６５】
　730で、各ユーザデバイス610～640、具体的には、各ユーザデバイス610～640の関係発
見モジュールは、各データクラスタを含むモデルを構築する。下でさらに論じるように、
720で生成されたクラスタは、そのクラスタ重心に縮小可能であり、それによって、デー
タの次元性を削減し、次いで、重心を使用してモデルを構築することができる。各ユーザ
デバイスのモデルは、たとえば、そのユーザデバイスの重心間の遷移を定義するニューラ
ルネットワークモデルであり得る。代替として、モデルは単にユーザデバイスのクラスタ
重心であってもよい。
【００６６】
　740で、ユーザデバイス610～640はそのモデル、または代替的に、その重心を互いに交
換する。ユーザデバイス610～640は、モデルをサーバ600に送り、それらのモデルを他の
ユーザデバイスに配信することによって、またはピアツーピアネットワークを介して、そ
れを行うことができる。代替として、ユーザデバイスはそのモデルをサーバ600に送るこ
とができ、サーバ600は、図7に例示したフローの残りの態様を実行することになる。
【００６７】
　750で、各ユーザデバイス610～640、具体的には、各ユーザデバイス610～640の関係発
見モジュールは、交換されたモデル、または代替的に、交換された重心を比較する。代替
として、サーバ600は、交換されたモデル/重心を比較することができる。比較の一環とし
て、ユーザデバイス610～640またはサーバ600は、モデルを組み合わせることができ、こ
れは、例として、図5D～図5Eに例示したグラフと同様のグラフをもたらし得る。
【００６８】
　760で、ユーザデバイス610～640、具体的には、各ユーザデバイス610～640の関係発見
モデル、またはサーバ600は、各モデルに対応する時間および/またはロケーションデータ
の決定された関連性に従って、ユーザデバイス610～640および/またはそのそれぞれのユ
ーザ間の関係を導出する。図5Eを参照して上で論じたように、ユーザ間の関係は、どのユ
ーザがクラスタ重心を共有するかを特定することによって決定され得る。
【００６９】
　各ユーザデバイス610～640において局所的にモデルを構築することによって、サーバ60
0に対する生データの転送が回避され、それによって、帯域幅を節約し、ユーザプライバ
シーを保護する。さらに、本開示はこれまで時間およびロケーションデータからなるユー
ザデータを処理することを参照したが、以下の例に鑑みて諒解されるように、本明細書で
説明する態様に従って、任意のタイプのユーザデータを処理することが可能である。
【００７０】
　例示的な実装形態として、3人の従業員のユーザデータを比較することができる。3人の
従業員は2人の若手従業員および1人の幹部従業員であり得、両方の若手従業員は幹部従業
員と通信することができるが、若手従業員は互いと通信することはできない。ユーザデバ
イスは、呼び持続時間および連絡先データを収集し、クラスタ化して、呼びパターンモデ
ルを構築する。
【００７１】
　モデルを比較するとすぐ、3つのユーザデバイスのうちのいずれかまたはすべてにおい
て、またはサーバにおいて、2人の若手従業員のモデルは、2分の平均呼び持続時間と1時
間を超える平均呼出し間間隔(inter-call interval)とを有する、同様の散発的な呼出し
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パターンを示し得る。これは、コンピュータプログラミングなど、主に独立した作業を含
む作業パターンと一致し得る。したがって、若手従業員が互いと通信しないとしても、か
れらのそれぞれのモデルを比較し、高い類似性の度合を見出すことによって、企業内のか
れらの作業およびランクは非常に関係すると決定することができる。
【００７２】
　反対に、幹部従業員のモデルは、15分未満の呼出し間間隔と、6分の平均呼出し持続時
間を表す場合があり、つまり、このユーザは多くの異なる人々と通信することにほぼ一日
を費やし、より長い会話を有する。このようにして、幹部従業員が若手従業員の両方と通
信する場合があるとしても、このユーザのモデルは若手従業員のモデルに対して弱い関係
を示す。したがって、モデルを比較することによって、異なるユーザ間の類似性または相
違性を決定することができる。
【００７３】
　図8A～図8Dは、クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なプロセスを
示す図である。最初に、少なくとも2つのユーザデバイス、たとえば、ユーザデバイスAお
よびBからのユーザデータが、たとえば、各ユーザデバイス、または、サーバ600などのサ
ーバと比較される。ユーザデバイスは、たとえば、それらのユーザデバイスのリッスンロ
ケート(LiLo:Listen-Locate)データ、またはそれらのユーザデバイスの時間およびロケー
ションデータを含み得る。ユーザデバイスまたはサーバは、ユーザデータを抽出し、それ
を点ごとに比較し、次いで、各デバイスからの重心を各他のデバイスからの重点とマージ
する。そうするために、ユーザデバイス/サーバは、クラスタのグラフからの一部の数が
重複するように、各数を分割することができる。
【００７４】
　図8Aは、次元性を削減するために(すなわち、データ点の数を削減するために)、クラス
タ化されているユーザデバイスAおよびBに関するクラスタ化されたデータ点の例示的なグ
ラフを示す。本質的に、異常値のデータ点は除去され、重心のしきい値距離内のデータ点
だけが維持されている。
【００７５】
　図8Bは、クラスタ化されたデータから作成された文法を示す、デバイスAおよびBに関す
る例示的な表を示す。
【００７６】
　図8Cでは、各デバイスによって生成された重心がマッピングされる。
【００７７】
　図8Dでは、クラスタ化されたデータから文法が作成される。各データ点は関連重心点に
マッピングされる。次いで、各データ点をその関連重心と置換することによって元のデー
タが表現される。次いで、結果として生じるデータセットが、たとえば、SEQUITURなど、
知られている文法生成方法を使用することによって、文法として表現される。
【００７８】
　図9は、クラスタ化されたデータから文法を作成するための例示的なフローを示す図で
ある。図9に示したフローは、ユーザデバイス610～640のうちのいずれかなどのユーザデ
バイス、またはサーバ600などのサーバによって実行され得る。
【００７９】
　910で、ユーザデバイス/サーバは、GPSデータ、マイクロフォン(Mic)データ、LiLoデー
タ、呼出しログなどの収集など、データ収集を実行する。ユーザデバイス/サーバは、デ
ータに関する特徴抽出を実行することができる。
【００８０】
　920で、ユーザデバイス/サーバ、具体的には、関係発見モジュールは、上で説明したよ
うに、収集されたデータをクラスタ化する。930で、ユーザデバイス/サーバは、「A」、
「B」、「C」など、非意味的なラベルをクラスタ/重心に割り当てる。
【００８１】
　940で、ユーザデバイス/サーバ、具体的には、関係発見モジュールは、クラスタ化され
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たデータに関して文法分析を実行し、ストリングを規則に変換する。950で、ユーザデバ
イス/サーバは、規則を比較して、関係を特定する。
【００８２】
　図10は、重複する時間ロケーションデータから関係を導出するための例示的なフローを
示す。図10に示すフローは、UE200、または図6Aおよび図6Bのユーザデバイス610～640の
うちのいずれかなどの第1のユーザデバイスによって実行され得る。
【００８３】
　1010で、第1のユーザデバイス、たとえば、関係発見モジュール230などの関係発見モジ
ュールは、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信する。第1のユーザ
に関する時間およびロケーションデータは、経時的な第1のユーザのロケーションを表す
ことができる。ユーザデバイス610～640の任意の他のユーザデバイスなど、第2のユーザ
デバイスはまた、第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信することが
できる。第2のユーザに関する時間およびロケーションデータは、経時的な第2のユーザの
ロケーションを表すことができる。
【００８４】
　第1のユーザに関するロケーションデータは、第2のユーザデバイスに対する第1のユー
ザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含み得る。同様に、第2のユーザに関するロ
ケーションデータは、第1のユーザデバイスに対する第2のユーザデバイスの近接性を示す
オーディオ署名を含み得る。一態様では、第1のユーザおよび第2のユーザに関する時間お
よびロケーションデータは、数日にわたって受信され得る。
【００８５】
　1020で、第1のユーザデバイス、たとえば、関係発見モジュールは、第1の複数の人工ニ
ューロンの周囲の第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを削減する。第1の
複数の人工ニューロンの各々は、第1の時間の間の第1のユーザのロケーションを表すこと
ができる。第2のユーザデバイスは、第2の複数の人工ニューロンの周囲の第2のユーザに
関する時間およびロケーションデータを削減することができる。第2の複数の人工ニュー
ロンの各々は、第2の時間の間の第2のユーザのロケーションを表すことができる。
【００８６】
　図10は、第1のユーザデバイスおよび第2のユーザデバイスが第1の複数の人工ニューロ
ンおよび第2の複数の人工ニューロンの周囲のそのそれぞれの時間およびロケーションデ
ータを削減することを示すが、これは第1のユーザデバイスおよび第2のユーザデバイスの
時間およびロケーションデータの次元性を削減する単に1つの手段であることを諒解され
よう。代替態様では、第1のユーザデバイスおよび第2のユーザデバイスは、上で説明した
ように、それぞれ第1の複数のクラスタ重心および第2の複数のクラスタ重心の周囲のその
それぞれの時間およびロケーションデータをクラスタ化することができる。
【００８７】
　1030で、第1のユーザデバイスは、第1のユーザに関する削減された時間およびロケーシ
ョンデータをサーバに送信する。第1のユーザに関する削減された時間およびロケーショ
ンデータは、第1の複数のニューロンを表すデータであり得る。第2のユーザデバイスはま
た、第2のユーザに関する削減された時間およびロケーションデータをサーバに送信する
ことができる。第2のユーザに関する削減された時間およびロケーションデータは、第2の
複数のニューロンを表すデータであり得る。
【００８８】
　サーバは、第1のユーザおよび第2のユーザが第1の複数の人工ニューロンおよび第2の複
数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定することに基づいて、第
1のユーザおよび第2のユーザが関係するか否かを決定することができる。一態様では、サ
ーバは、第1のユーザおよび第2のユーザを、そのユーザに関する時間およびロケーション
データが割り当てられた第1の複数の人工ニューロンおよび第2の複数の人工ニューロンに
マッピングすることができる。この場合、第1のユーザおよび第2のユーザが関係するかど
うかを決定することは、このマッピングにさらに基づき得る。
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【００８９】
　サーバはまた、第1のユーザおよび第2のユーザに関する時間およびロケーションデータ
に基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザに関する遷移距離を決定することができる。
遷移距離は、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した回数を
表すことができる。代替として、または追加で、サーバは、第1のユーザおよび第2のユー
ザに関する時間およびロケーションデータに基づいて、第1のユーザおよび第2のユーザに
関するGPS距離を決定することができる。GPS距離は、ユーザの第1のロケーションとユー
ザの第2のロケーションとの間の物理的距離を表すことができる。
【００９０】
　サーバは、第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、第1のユーザの社会的特性を
推論することができる。
【００９１】
　図11は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表された例示的なユーザデバイス
装置1100を示す。受信するためのモジュール1102は、少なくともいくつかの態様では、た
とえば、本明細書で論じるように、関係発見モジュール230などの関係発見モジュールと
ともに、WANトランシーバ204またはLANトランシーバ206などの通信デバイス、またはプロ
セッサ210などの処理システムに対応し得る。削減するためのモジュール1104は、少なく
ともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるように、関係発見モジュール230
などの関係発見モジュールとともに、プロセッサ210またはプロセッサ401などの処理シス
テムに対応し得る。送信するためのモジュール1106は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で論じるように、WANトランシーバ204またはLANトランシーバ206など
の通信デバイスに対応し得る。
【００９２】
　図12は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表された例示的なサーバ装置1200
を示す。受信するためのモジュール1202は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、
本明細書で論じるように、関係発見モジュールとともに、ネットワークアクセスポート40
4などの通信デバイス、またはプロセッサ401などの処理システムに対応し得る。受信する
ためのモジュール1204は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じる
ように、関係発見モジュールとともに、ネットワークアクセスポート404などの通信デバ
イス、またはプロセッサ401などの処理システムに対応し得る。決定するためのモジュー
ル1206は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるように、関係発
見モジュールとともに、プロセッサ401などの処理システムに対応し得る。
【００９３】
　図11～図12のモジュールの機能は、本明細書の教示と矛盾しない様々な方法で実装され
得る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能は、1つまたは複数の電気構成要
素として実装されてもよい。いくつかの設計では、これらのブロックの機能は、1つまた
は複数のプロセッサ構成要素を含む処理システムとして実装されてもよい。いくつかの設
計では、これらのモジュールの機能は、たとえば、1つまたは複数の集積回路(たとえば、
ASIC)の少なくとも一部分を使用して実装されてもよい。本明細書で論じたように、集積
回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関連の構成要素、またはそれらの何らかの組合
せを含んでもよい。したがって、異なるモジュールの機能は、たとえば、集積回路の異な
るサブセットとして実装されてもよく、ソフトウェアモジュールのセットの異なるサブセ
ットとして実装されてもよく、またはその組合せとして実装されてもよい。また、(たと
えば、集積回路の、および/またはソフトウェアモジュールのセットの)所与のサブセット
が、2つ以上のモジュールに関する機能の少なくとも一部分を実現する場合があることを
諒解されよう。
【００９４】
　加えて、図11～図12によって表される構成要素および機能ならびに本明細書で説明した
他の構成要素および機能は、任意の適切な手段を使用して実装され得る。また、そのよう
な手段は、少なくとも部分的に、本明細書で教示する対応する構造を使用して実装され得
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る。たとえば、図11～図12の「ためのモジュール」構成要素とともに上で説明した構成要
素はまた、同様に指定された「ための手段」機能に対応し得る。したがって、いくつかの
態様では、そのような手段のうちの1つまたは複数は、プロセッサ構成要素、集積回路、
または本明細書で教示する他の適切な構造のうちの1つまたは複数を使用して実装されて
もよい。
【００９５】
　様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して、情報および信号を表すことができ
ることを当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって参照される場合が
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、
電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組
合せによって表される場合がある。
【００９６】
　さらに、本明細書で開示する態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを当業者は認識されよう。ハードウ
ェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、種々の例示的な構成要素、ブ
ロック、モジュール、回路、およびステップは、一般的にそれらの機能に関してこれまで
説明されてきた。そのような機能がハードウェアとして実現されるか、ソフトウェアとし
て実現されるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられる設計制約によって決まる
。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装できるが、そのような
実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００９７】
　本明細書で開示する態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(
ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理
デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本
明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装ま
たは実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替として
、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、また
はステートマシンであってもよい。また、プロセッサは、コンピューティングデバイスの
組合せとして実装することも可能であり、たとえば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ
、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、
または任意の他のそのような構成として実装することができる。
【００９８】
　本明細書で開示する態様に関して説明した方法、シーケンスおよび/またはアルゴリズ
ムは、直接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、
またはその2つの組合せで具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAM、フラッシュ
メモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-R
OM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体内に存在し得る。例示的
な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むこ
とができるように、プロセッサに結合する。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体
に構成される場合がある。プロセッサおよび記憶媒体はASIC内に存在し得る。ASICはユー
ザ端末(たとえば、UE)内に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユー
ザ端末内に個別構成要素として存在し得る。
【００９９】
　1つまたは複数の例示的な態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。ソフトウェアで実
装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒
体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ
可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、コンピュータプログラムのある場所から別の場所
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への転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュ
ータによってアクセスすることができる任意の使用可能な媒体でもよい。限定ではなく例
として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光
ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、ま
たは命令もしくはデータ構造の形式の所望のプログラムコードを搬送もしくは記憶するた
めに使用可能であり、コンピュータによってアクセス可能な任意の他の媒体を含み得る。
また、任意の接続も正しくはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ソフトウェア
が、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、ま
たは赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サ
ーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケー
ブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技
術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)
は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(d
isc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およ
びブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生する
が、ディスク(disc)はレーザーを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せは、コ
ンピュータ可読媒体の範囲内に同じく含まれるものとする。
【０１００】
　前述の開示は本開示の例示的な態様を示しているが、添付の特許請求の範囲によって定
義されるような本開示の範囲から逸脱することなしに、様々な変更および修正が本明細書
に行われてよいことに留意されたい。本明細書で説明した本開示の態様による、方法クレ
ームの機能、ステップ、および/または動作は、何らかの特定の順序で実行される必要は
ない。さらに、本開示の要素は、単数形で説明され、あるいは特許請求され得るが、単数
形への限定が明示的に述べられていない限り、複数形も企図される。
【符号の説明】
【０１０１】
　　100　ワイヤレス通信システム
　　104　エアインターフェース
　　106　エアインターフェース
　　108　エアインターフェース
　　120　RAN
　　125　アクセスポイント
　　140　コアネットワーク
　　170　アプリケーションサーバ
　　175　インターネット
　　200　UE
　　202　アンテナ
　　204　ワイドエリアネットワーク(WAN)トランシーバ
　　206　ローカルエリアネットワーク(LAN)トランシーバ
　　208　衛星測位システム(SPS)受信機
　　210　プロセッサ
　　212　動きセンサ
　　214　メモリ
　　216　ワイヤレスベースの測位モジュール
　　218　アプリケーションモジュール
　　224　パラメータデータベース
　　226　位置/動きデータモジュール
　　228　測位モジュール
　　230　関係発見モジュール
　　250　ユーザインターフェース
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　　252　マイクロフォン/スピーカ
　　254　キーパッド
　　256　ディスプレイ
　　300　通信デバイス
　　305　情報を受信および/または送信するように構成された論理
　　310　情報を処理するように構成された論理、構成された論理
　　315　情報を記憶するように構成された論理、構成された論理
　　320　情報を提示するように構成された論理、構成された論理
　　325　ローカルユーザ入力を受信するように構成された論理
　　400　サーバ
　　401　プロセッサ
　　402　揮発性メモリ
　　403　ディスクドライブ
　　404　ネットワークアクセスポート
　　407　ネットワーク
　　512　表
　　514　表
　　520　グラフ
　　530　グラフ
　　540　グラフ
　　600　サーバ
　　610～640　ユーザデバイス
　　1100　ユーザデバイス装置
　　1102　モジュール
　　1104　削減するためのモジュール
　　1106　送信するためのモジュール
　　1200　サーバ装置
　　1202　受信するためのモジュール
　　1204　受信するためのモジュール
　　1206　決定するためのモジュール
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月5日(2016.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出する方法であって、
　第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを
受信するステップであって、前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデー
タが、経時的な前記第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2のユ
ーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、前記第2のユーザに関する前記時
間およびロケーションデータが、経時的な前記第2のユーザのロケーションを表す、受信
するステップと、
　前記第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の前記第1のユ
ーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減するステップであって、前記第1
の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザのロケーションを表
し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲の前記第2のユーザ
に関する前記時間およびロケーションデータを削減し、前記第2の複数の人工ニューロン
の各々が、第2の時間の間の前記第2のユーザのロケーションを表す、削減するステップと
、
　前記第1のユーザデバイスによって、前記第1のユーザに関する前記削減された時間およ
びロケーションデータをサーバに送信するステップであって、前記第2のユーザデバイス
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が、前記第2のユーザに関する前記削減された時間およびロケーションデータを前記サー
バに送信する、送信するステップと
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有すると決定
することに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定す
る、方法。
【請求項２】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項1に記載の方法
。
【請求項３】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する全地球測位シ
ステム(GPS)距離を決定し、GPS距離が、ユーザの第1のロケーションと前記ユーザの第2の
ロケーションとの間の物理的距離を表す、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記サーバが、前記マッピングにさらに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユ
ーザが関係するかどうかを決定する、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが数日にわたって受信さ
れる、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための装置であって、
　第1のユーザデバイスの第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信する
ことであって、前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが、経時的
な前記第1のユーザのロケーションを表す、受信することと、第1の複数の人工ニューロン
の周囲の前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減することで
あって、前記第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザの
ロケーションを表し、第2のユーザデバイスが、第2のユーザに関する時間およびロケーシ
ョンデータを受信し、前記第2のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが、
経時的な前記第2のユーザのロケーションを表し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複
数の人工ニューロンの周囲の前記第2のユーザに関する前記時間およびロケーションデー
タを削減し、前記第2の複数の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の前記第2のユー
ザのロケーションを表す、削減することとを行うプロセッサと、
　前記第1のユーザに関する前記削減された時間およびロケーションデータをサーバに送
信することであって、前記第2のユーザデバイスが、前記第2のユーザに関する前記削減さ
れた時間およびロケーションデータを前記サーバに送信する、送信することを行うトラン
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シーバと
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有するという
決定に基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定する、
装置。
【請求項１０】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項9に記載の装置
。
【請求項１１】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項9に記載の装置。
【請求項１２】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する全地球測位シ
ステム(GPS)距離を決定し、GPS距離が、ユーザの第1のロケーションと前記ユーザの第2の
ロケーションとの間の物理的距離を表す、請求項9に記載の装置。
【請求項１３】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項9に記載の装置。
【請求項１４】
　前記サーバが、前記マッピングにさらに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユ
ーザが関係するかどうかを決定する、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項9に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサが、数日にわたって前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーシ
ョンデータを受信する、請求項9に記載の装置。
【請求項１７】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための装置であって、
　第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを
受信するための手段であって、前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデ
ータが、経時的な前記第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデバイスが第2の
ユーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、前記第2のユーザに関する前記
時間およびロケーションデータが、経時的な前記第2のユーザのロケーションを表す、受
信するための手段と、
　前記第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の前記第1のユ
ーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減するための手段であって、前記第
1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザのロケーションを
表し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲の前記第2のユー
ザに関する前記時間およびロケーションデータを削減し、前記第2の複数の人工ニューロ
ンの各々が、第2の時間の間の前記第2のユーザのロケーションを表す、削減するための手
段と、
　前記第1のユーザデバイスによって、前記第1のユーザに関する前記削減された時間およ
びロケーションデータをサーバに送信するための手段であって、前記第2のユーザデバイ
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スが、前記第2のユーザに関する前記削減された時間およびロケーションデータを前記サ
ーバに送信する、送信するための手段と
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有するという
決定に基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定する、
装置。
【請求項１８】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項17に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項17に記載の装置。
【請求項２０】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する全地球測位シ
ステム(GPS)距離を決定し、GPS距離が、ユーザの第1のロケーションと前記ユーザの第2の
ロケーションとの間の物理的距離を表す、請求項17に記載の装置。
【請求項２１】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項17に記載の装置。
【請求項２２】
　前記サーバが、前記マッピングにさらに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユ
ーザが関係するかどうかを決定する、請求項21に記載の装置。
【請求項２３】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項17に記載の装置。
【請求項２４】
　前記受信するための手段が、数日にわたって前記第1のユーザに関する前記時間および
ロケーションデータを受信する、請求項17に記載の装置。
【請求項２５】
　重複する時間およびロケーションデータから関係を導出するための非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体であって、
　第1のユーザデバイスにおいて、第1のユーザに関する時間およびロケーションデータを
受信するための少なくとも1つの命令であって、前記第1のユーザに関する前記時間および
ロケーションデータが、経時的な前記第1のユーザのロケーションを表し、第2のユーザデ
バイスが第2のユーザに関する時間およびロケーションデータを受信し、前記第2のユーザ
に関する前記時間およびロケーションデータが、経時的な前記第2のユーザのロケーショ
ンを表す、受信するための少なくとも1つの命令と、
　前記第1のユーザデバイスにおいて、第1の複数の人工ニューロンの周囲の前記第1のユ
ーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減するための少なくとも1つの命令
であって、前記第1の複数の人工ニューロンの各々が、第1の時間の間の前記第1のユーザ
のロケーションを表し、前記第2のユーザデバイスが、第2の複数の人工ニューロンの周囲
の前記第2のユーザに関する前記時間およびロケーションデータを削減し、前記第2の複数
の人工ニューロンの各々が、第2の時間の間の前記第2のユーザのロケーションを表す、削
減するための少なくとも1つの命令と、
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　前記第1のユーザデバイスによって、前記第1のユーザに関する前記削減された時間およ
びロケーションデータをサーバに送信するための少なくとも1つの命令であって、前記第2
のユーザデバイスが、前記第2のユーザに関する前記削減された時間およびロケーション
データを前記サーバに送信する、送信するための少なくとも1つの命令と
を含み、
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが前記第1の複数の人工ニュー
ロンおよび前記第2の複数の人工ニューロンの中に共通の人工ニューロンを有するという
決定に基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザが関係するか否かを決定する、
非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　前記第1のユーザに関する前記ロケーションデータが、前記第2のユーザデバイスに対す
る前記第1のユーザデバイスの近接性を示すオーディオ署名を含む、請求項25に記載の非
一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する前記時間およびロケー
ションデータに基づいて、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザに関する遷移距離を決
定し、遷移距離が、ユーザデバイスがあるロケーションから別のロケーションに遷移した
回数を表す、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２８】
　前記サーバが、前記第1のユーザおよび前記第2のユーザを、そのユーザに関する時間お
よびロケーションデータが割り当てられた前記第1の複数の人工ニューロンおよび前記第2
の複数の人工ニューロンにマッピングする、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項２９】
　前記サーバが、前記第1のユーザの決定された関係の数に基づいて、前記第1のユーザの
社会的特性を推論する、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　前記第1のユーザに関する前記時間およびロケーションデータが数日にわたって受信さ
れる、請求項25に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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